
＊定款変更 新旧対照表              （傍線の部分は改正部分）   

改  正  案 現    行 

 

（第５条 本会は、前条の目的を達成するため、

次の事業を行う。 

（１）建設機械器具賃貸業に関する調査、 

研究 

（２）建設機械器具賃貸業に関する行政施策の

協力 

（３）建設機械器具賃貸業に関する構造改善の

推進、指導等に関する事業 

（４）建設機械器具の賃貸業に関する適正な流

通施策の調査、研究 

（５）建設機械器具の技術開発及びその推進に

関する事業 

（６）可搬形発電機整備技術者の資格認定及び

登録に関する事業 

（７）建設機械レンタル管理士の資格認定及び

登録に関する事業 

（８）建設機械レンタル業者登録制度の認定及

び登録に関する事業 

（９）建設分野特定技能外国人の受入れに関す

る事業 

（１０）その他本会の目的を達成するために必

要な事業 

 

２ 前項の事業は、日本全国及び海外で行う。 

 

 

○平成 25年 4月 1日施行（設立の登記の日） 

○平成 27年 5月 26日一部改正（第 3 回定期総

会承認） 

○平成 28年 5月 25日一部改正（第 4 回通常総

会承認） 

◯平成 30年 5月 24日一部改正（第 6 回通常総

会承認） 

◯令和 3年 5月 21日一部改正（第 9回通常総会

承認） 

 

第５条 本会は、前条の目的を達成するため、次

の事業を行う。 

（１）建設機械器具賃貸業に関する調査、 

研究 

（２）建設機械器具賃貸業に関する行政施策の

協力 

（３）建設機械器具賃貸業に関する構造改善の

推進、指導等に関する事業 

（４）建設機械器具の賃貸業に関する適正な流

通施策の調査、研究 

（５）建設機械器具の技術開発及びその推進に

関する事業 

（６）建設機械器具賃貸業管理技士及び可搬形

発電機整備技術者の認定、登録及び証明

に関する事業 

（７）その他本会の目的を達成するために必要

な事業 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の事業は、日本全国及び海外で行う。 

 

 

（同 左） 

（同 左） 

 

（同 左） 

  

（同 左） 

 


